
【重要事項説明書別紙】

（令和6年4月1日現在）

1 利用料金

※ 介護保険適用となる場合には、利用料の支払いは生じません。

（全額介護保険により負担されます。）

①　基本料金（居宅介護支援費）

※

※

※

②　加算料金

※ 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算項目

・初回加算

・入院時情報連携加算（Ⅰ）

・入院時情報連携加算（Ⅱ）

・退院・退所加算（Ⅰ）イ

・退院・退所加算（Ⅰ）ロ

・退院・退所加算（Ⅱ）イ

・退院・退所加算（Ⅱ）ロ

600単位

750単位

利用料

新規に居宅サービス計画を作成する場合

利用者が病院又は診療所に入院してから入院した日のうちに、

必要な情報提供を行った場合（１月につき）

利用者が病院又は診療所に入院してから翌日又は翌々日に、必

要な情報提供を行った場合（１月につき）

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により

１回受けた場合（入院又は入所期間中１回を限度）

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けた

場合（入院又は入所期間中1回を限度）

病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により

２回以上受けた場合（入院又は入所期間中１回を限度）

病院職員等から必要な情報の提供を２回（うち１回以上はカンファレ

ンスによる）受けた場合（入院又は入所期間中1回を限度）

居宅介護支援費(Ⅰ)で、取扱件数が45以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上に

なった場合に居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。

特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算）に該当する場

合は、上記金額より2,000円減額となります。

3,000円

基本単位

300単位

250単位

200単位

450単位

6,000円

算定回数等

14,110円

5,440円

7,040円

3,260円

4,220円

区分・要介護度
基本単位

（１月につき）
利用料

要介護1・2

要介護3・4・5

要介護1・2

要介護3・4・5

要介護1・2

要介護3・4・5

1086単位

1411単位

544単位

704単位

326単位

422単位

居宅介護

支援費

（Ⅰ）

(ⅰ)介護支援専門員１人あたりの利用者数が45未満

又は45以上である場合においての、45未満の部分

(ⅲ)介護支援専門員１人あたりの利用者数が45以上

である場合においての60以上の部分

(ⅱ)介護支援専門員１人あたりの利用者数が45以上

である場合においての、45以上60未満の部分

豊寿苑居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算）に該当する場合は、上記

金額の50/100となります。また、２ヶ月以上継続して該当する場合には算定しません。

2,500円

7,500円

2,000円

4,500円

600単位 6,000円

10,860円



②その他の利用料

2 非常災害対策担当者（防火管理者）

3 サービス提供に関する相談、苦情について

5 虐待の防止に関する責任者及び担当者

管理者 山野　紀子

特別養護老人ホーム豊寿苑　施設長 吉田　初已

管理者 山野　紀子

・通院時情報連携加算 50単位 500円 利用者の通院に同行し、医療と介護の連携をした場合（1月に1回）

窪田　都田恵　　連絡先：豊浦町黒井　　TEL　083-772-2474

市町村の窓口

名　　　称　　　下関市福祉部介護保険課事業者係

所　在　地　　　下関市南部町1番1号

電話番号　　　　083-231-1371　（ｆａｘ　083-231-2743）

受付時間　　　　9：00～17：15（土日祝は休み）

名　　　称　　　山口県国民健康保険団体連合会

所　在　地　　　山口市朝田1980番地7　国保会館

特別養護老人ホーム施設長　　　　　吉田　初已

通常の事業の実施地域を

超えて行う事業

通常の事業の実施地域（下関市豊浦町）を超えて行う場合

　通常実施区域を超えてから５キロメートルまで　５００円

　以降　　　　　　　１キロメートルごとに　１００円加算

災害対策に関する担当者

内容

特別養護老人ホーム豊寿苑　施設長 吉田　初已

・退院・退所加算（Ⅲ） 900単位

森脇　宏　　　　連絡先：豊浦町小串　　TEL　083-772-2785

病院職員等から必要な情報の提供を３回以上（うち１回以上はカン

ファレンスによる）受けた場合（入院又は入所期間中1回を限度）

虐待防止責任者

虐待防止担当者

名　　　称　　　福祉サービス運営適正化委員会（県社協内）

所　在　地　　　山口市大手町9-6　山口県社会福祉会館

電話番号　　　　083-924-2837　（ｆａｘ　083-924-2793）

受付時間　　　　8：30～17：00（土日祝は休み）

公的団体の窓口
受付時間　　　　9：00～17：00（土日祝は休み）

9,000円

項目

電話番号　　　　083-995-1010　（ｆａｘ　083-934-3665）

苦情解決責任者

苦情受付担当者

第三者委員

網田　道雄　　　連絡先：豊浦町吉永　　TEL　083-772-3834


